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中山間地域等直接支払交付金

１．令和４年度の実績（見込み）について

中山間地域等直接支払制度は，農業の生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動を継続し，農用地

の有する多面的機能を維持・発揮するための制度であり，令和４年度の実績（見込み）は以下のとおり。

（１）取組面積等                            R5.2.1 時点

R3実績 R4実績見込 増減 対前年度比率

市町村数 13 13 0 100%

協定数 216 216 0 100%

取組面積(ha) 2,221 2,234 13 101%

○主な増減の理由

    ・新規協定の設立（栗原市（１））

     ・協定の廃止（気仙沼市（▲１））

・新規協定の設立による面積増（栗原市（４））

・既存協定の面積拡大（丸森町（１），栗原市（６），登米市（１），気仙沼市（６））

・既存協定の面積減（角田市（▲２），七ヶ宿町（▲１），仙台市（▲１））

・協定の廃止による面積減（気仙沼市（▲１））

    ・市町村別の実績については表１のとおり

（２）交付額

         

（単位：千円）

R3実績 R4実績見込 増減 対前年度比率

交付額(総額) 332,021 338,252 6,231 102%

国費 160,253 163,444 3,191 102%

県費 85,884 87,404 1,520 102%

市町村費 85,884 87,404 1,520 102%

　負担割合：国1/2，県1/4，市町村1/4
・県特認地域：通常地域以外で４法指定地域に地理的に接する農用地など

　負担割合：国1/3，県1/3，市町村1/3

・通常地域：「特定農山村法」，「山村振興法」，「過疎法」，「離島振興法」の指定地域

○主な増加理由

・取組面積の増加による増

（３）活動実績

①担当者会議，支援研修会等の実施

ⅰ）市町村担当者会議

・令和４年５月１８日

・市町村担当者及び県地方振興事務所担当者を対象に，事業説明や会計検査院の動向等について説明。

・参加者：４９名

ⅱ）協定活動支援研修会

・令和５年２月１３日（予定）

・基調講演，情報提供等の研修会をＷｅｂ形式により開催。

・参加者：約２００名

②指導及び支援体制の強化

ⅰ）抽出検査（１２月～令和５年３月実施）

・実施要領の運用に基づき，各協定組織で適切な活動が行われているか検査するもの。対策期間中に全

協定を検査するものとする。市町村からの要請に応じて，県地方振興事務所も同席して指導支援。
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（表１）中山間地域等直接支払交付金 市町村別交付額一覧表

交付面積 交付額 協定数 交付面積 交付額 協定数 交付面積 交付額 協定数

(ha) (千円) 集落協定 (ha) (千円) 集落協定 (ha) (千円) 集落協定

白石市 134 25,625 8 134 25,625 8 0 0 0

角田市 47 9,896 4 45 9,444 4 ▲ 2 ▲ 452 0

七ヶ宿町 172 15,721 5 171 15,608 5 ▲ 1 ▲ 113 0

川崎町 62 4,982 3 62 4,959 3 0 ▲ 23 0

丸森町 550 71,993 27 551 74,499 27 1 2,506 0

仙台市 182 18,572 11 181 18,340 11 ▲ 1 ▲ 232 0

大和町 44 7,322 2 44 7,322 2 0 0 0

大崎市 90 14,635 12 90 14,652 12 0 17 0

加美町 56 8,161 9 56 8,161 9 0 0 0

栗原市 509 107,773 67 519 110,990 68 10 3,217 1

登米市 11 2,409 1 12 2,615 1 1 206 0

気仙沼市 278 36,687 54 283 37,767 53 5 1,080 ▲ 1

南三陸町 86 8,245 13 86 8,270 13 0 25 0

合計 2,221 332,021 216 2,234 338,252 216 13 6,231 0

市町村名

増減R3実績 R4実績見込

（表２）第１期対策から第５期対策までの実績

協定数 取組市町数 交付面積(ha) 総事業費(千円)

1期対策(H12-H16) 328 21 2,613 387,296

2期対策(H17-H21) 253 14 2,182 287,527

3期対策(H22-H26) 232 13 2,100 294,958

4期対策(H27-R1) 234 13 2,314 344,720

5期対策(R2-R6)
R4実績見込

216 13 2,234 338,252
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２．令和５年度計画について

（１）取組み面積等

組織数 取組面積（ha） 交付額（百万円）

（２１６）

２１６

（２，２３４）

２，２４０

（３３８）

３３９

  ※上段（  ）は，令和４年度実績見込値。

下段の令和５年度要望は，市町村要望調査（R5.1月時点）に基づく

   〇主な変更内容

棚田地域振興活動加算の追加

（２）令和５年度事業計画について

①担当者会議，支援研修会等の実施

ⅰ）活動組織支援研修会の開催

     → 令和４年度に引き続き，協定役員の多くが参加でき，より制度の理解向上と継続意欲の醸成を図

るため，協定組織に対する研修会を開催する。

ⅱ）市町村担当者会議の開催

  → 国からの制度改正点等の伝達及び適正な事務処理について説明。

②指導及び支援体制の強化

ⅰ）抽出検査

・実施要領の運用に基づき，各協定組織で適切な活動が行われているか検査するもの。対策期間中に全

協定を検査するものとする。市町村からの要請に応じて，県地方振興事務所も同席して指導支援。

③事業の評価と推進課題の検討

ⅰ）宮城県農村振興施策検討委員会の開催

④実施状況の公表

ⅰ）「令和４年度中山間地域等直接支払制度の実施状況」として，交付金の交付状況，活動の実施状況

等について，県政情報センター及び県ホームページにより，公表予定。

〇取組市町村：13市町村

大河原管内：白石市，角田市，

七ヶ宿町，川崎町，丸森町

仙台管内：仙台市，大和町

大崎管内：大崎市，加美町

栗原管内：栗原市

登米管内：登米市

気仙沼管内：気仙沼市，南三陸町
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３．宮城県内における中山間地域等直接支払交付金の集落協定の活動について 

 

（１）集落協定の区分と協定数 

  今期の集落協定は，①基礎単価(8割)で活動している集落協定，②体制整備

単価(10 割)で活動している集落協定，そして③加算措置を受けている集落協

定の３つに区分できる。 

  加算措置は，意欲のある集落で要件を満たす共同活動を計画し，取組むこと

で交付されることから，活発な共同活動を実施している協定として捉えること

が出来る。今回，集落協定をこの３区分で整理し，各区分の平均値を比較した。 

  各集落協定区分の協定数は，基礎単価協定が 78 協定，体制整備単価協定が

112 協定，加算措置協定が 19協定である。 

 

 

 

 

 

 

 

             図１ 協定区分 

 

（２）交付対象面積（ha，平均値）と協定参加人数（人，平均値） 

  加算措置集落協定の交付対象面積（平均値）は，全県と比較して倍以上多く

なっており，ある程度の規模（20ha）がある地域で加算に取組まれている。 

  協定参加人数においても，県平均値の倍以上の参加人数となっている。 

 

（３）協定参加者当たりの交付対象面積（ha／人，平均値） 

  協定参加者１人当たりの交付対象面積の平均値を比較すると，加算措置協定

と体制整備単価協定は同程度の面積である。 

 

（４）中核的リーダー数（人，平均値） 

  集落の取決めの実施に当たり企画立案から合意形成までのとりまとめ等を

おこなう中核的リーダー人数の平均値は，協定３区分の中で加算措置集落協定

が最も高く，リーダーの存在が必要であることが伺える。 

集落協定

区分

基礎(8割)

単価

集落協定

体制整備

(10割)単

価集落協

集落活動

状況

活発的消極的

加算措置

集落協定
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表１ 集落区分と活動状況 

 

（５）平均年齢と年齢区分 

  平均年齢を比較すると，体制整備単価集落協定が 66.1 歳と最も若く，次い

で加算措置集落協定の 66.7 歳，基礎単価集落協定の 66.8 歳である。 

  一方，年齢構成別で比較すると，集落共同活動の主軸となる 45 歳から 64歳

までの構成比率は，加算措置集落協定の 36.8％が最も高く，実際に活動できる

人材が多いことが分かる。 

全集落協定
①

基礎(8割)
単価協定

体制整備
(10割)単価

協定

加算措置
 協定 ②

差
②－①

備   考

209 78 112 19
加算措置協定数の割合
9.1%

10.0 5.2 11.3 22.4 12.4
加算措置協定の平均交付面積
が多い

16.6 12.4 16.6 33.4 16.8
加算措置協定の平均参加者が
多い

0.61 0.42 0.68 0.67 0.07
加算措置協定の参加人数当た
りの面積は多い

1.3 1.1 1.4 1.6 0.3
加算措置協定は，中核的リー
ダーが存在する

66.4 66.8 66.1 66.7 0.3
加算措置協定の平均年齢は，
若干高い

33.6 33.5 32.5 36.8 3.2

うち45～49
歳割合（％）

3.5 3.2 3.5 3.8 0.3

うち50～54
歳割合（％）

5.3 5.5 4.8 6.2 0.9

55～59歳割
合（％）

9.8 10.9 8.8 11.3 1.5

60～64歳割
合（％）

15.0 13.9 15.4 15.5 0.5

2.4 2.3 3.1 0.5 ▲ 1.9

2.4 1.5 3.0 1.9 ▲ 0.5

22.2 22.0 22.8 20.9 ▲ 1.3

18.0 18.4 17.9 17.3 ▲ 0.7

9.8 9.9 8.8 12.4 2.6

11.7 12.4 11.8 10.3 ▲ 1.4

加算措置協定の実働年齢の割
合は高い

45～64歳割合
（％）

平均協定参加者
数（人）

平均中核的
リーダー数（人）

平均年齢（歳）

参加者数当たり
平均交付対象面

積（ha/人）

１．協定数

２．交付対象面積と協定参加人数

３．協定参加者当たりの交付対象面積

４．中核的リーダー数

80歳以上割合
（％）

39歳以下割合
（％）

40～44歳割合
（％）

65～69歳割合
（％）

70～74歳割合
（％）

75～79歳割合
（％）

協定数

平均交付対象面
積（ha）

５．平均年齢と年齢区分
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４．棚田地域振興法に係る宮城県の取組み

（１）宮城県の棚田地域振興法関係の状況について

  令和元年６月，議員立法により「棚田地域振興法」が成立（令和元年８月 16 日施行）

し，法律に基づく「棚田地域の振興に関する基本的な方針」が同年８月 22 日に閣議決

定された。貴重な国民的財産である棚田を保全し，棚田地域の有する多面的機能の維持

増進を図ることを目的としている。棚田地域振興法における，指定棚田地域の指定を受

けることにより，「棚田地域振興関連事業」の様々な優遇措置を受けることができる。

県内においては，現在，丸森町の「旧大内村」地区および登米市の「旧津山町沢田」

地区が指定棚田地域の指定を受けており，大内青葉集落協定（丸森町）では令和４年度

から指定棚田地域振興活動加算の措置をした。令和５年度からは，沢田集落協定におい

て同加算を受けようとするものである。

（２）棚田地域の定義

  ①昭和２５年２月１日における市町村（旧旧市町村）の区域

  ②区域内の勾配が 1/20 の土地にある一団の棚田の面積が１ha以上あること

（３）中山間地域等直接支払交付金における優遇措置

・特認地域の補助率嵩上げ

８法地域に準じて，都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域（特認地域）は，

指定棚田地域に位置づけられると特認地域でなくなり，補助率が 1/3 から 1/2 になる。

・指定棚田地域振興活動加算

  指定棚田地域振興活動計画の認定を受けた場合，対象農用地（田：1/20 以上，畑

15°以上の急傾斜農用地）に対し，1万円/10a を加算。

以下の項目について１つずつ，３つ以上の目標を達成できなければ，遡及返還の必

要がある。

①棚田等の保全

②棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮

③棚田を核とした棚田地域の振興

（４）指定棚田地域に指定された市町村

丸森町（旧大内村）令和４年２月指定

登米市（旧津山町）令和４年８月指定

（５）棚田地域振興活動加算の目標について

登米市沢田集落協定において，令和５年度から棚田加算に取り組む予定。要領の運

用第８の２の（２）に基づき，加算の目標について確認及び意見聴取を行うもの。

目標（案）については別紙のとおり。
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（６）今後の予定

  ・令和５年２月～ 指定棚田地域振興活動計画認定申請書提出：登米市

   ・令和５年６月３０日まで 集落協定の認定申請

   ・令和５年７月３１日まで 市町村長による認定

中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用の第８の２

「棚田地域の振興を図る取組」は、次のアからウまでのそれぞれについて、例示する取組を参
考に、地域の実態に応じて定量的な目標及び取組期間を協定に定めて行う取組とする。なお、
上記の目標については、実施要領第８の２で定める第三者機関による確認・意見聴取を行うも
のとする。
ア 棚田等の保全
棚田法面の補修、耕作道や棚田進入路等の農作業安全対策の実施、棚田からの土壌流出防止対
策の実施等
イ 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮
農産物の供給の促進、自然環境の保全・活用、良好な景観の形成、伝統文化の継承等
ウ 棚田を核とした棚田地域の振興
棚田における都市農村交流を通じた関係人口の創出・拡大による地域振興、棚田を観光資源と
した地域振興、棚田米等を活用した６次産業化の推進等
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【別紙】登米市沢田地区 棚田地域振興活動加算の目標（案）

ア 棚田等の保全

①令和７年３月までに，すべての販売作物作付農用地に鳥獣被害対策         

として電気柵の設置などを講じ，生産性向上を図る。

現状値：トウモロコシ収穫本数 7,000 本（令和４年度）

目標値：          〃         9,000 本（令和６年度）

  

イ 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮

②棚田を活用したトウモロコシ等の農作物の販売額を令和７年３月までに令和４

年度より 10％増加させる。

現状値：農作物販売額 375,900 円（令和４年度）

目標値：  〃   413,490 円（令和６年度）

③棚田で生産するトウモロコシの栽培にあたり，化学肥料や化学合成農薬について、

令和７年３月までに宮城県の慣行栽培とされている使用量から３割以上低減さ

せ，環境保全型の農業に取り組む。

現状値：化学肥料 26kg／10a，化学合成農薬有効成分数８（R4.12 時点）

目標値：   〃  18kg／10a，     〃      ５（R7.3 時点)

④令和７年３月までに棚田における鳥獣被害による被害額を５割減少する。

現状値：被害額 355,000 円（令和３年度）

目標値： 〃 177,500 円（令和６年度）

ウ 棚田を核とした棚田地域の振興

⑤棚田を利用した体験農園を年１回以上開催し，都市部から令和７年３月までに延

べ 30 人以上の参加者を目指す。

現状値：参加者 年平均 10人

目標値： 〃  延べ 30人（令和５～６年度）



10

【参考】令和４年２月，農林水産省「つなぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～」選定

（農林水産省作成資料）
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